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第１ 特定事業の選定に関する事項 
 
１ 事業内容に関する事項 

（１） 事業名称 

北九州市黒崎副都心「文化・交流拠点地区」整備等ＰＦＩ事業（以下「本事業」とい

う。） 
 
（２） 事業に供される公共施設等の名称 

（仮称）北九州市立黒崎公園（以下「広場・緑地」という。） 
（仮称）北九州市立八幡西図書館（以下「図書館」という。） 
（仮称）北九州市立黒崎文化ホール（以下「ホール」という。） 

   
（３） 公共施設等の管理者等の名称 

北九州市長 北橋 健治 
 
（４） 事業目的 

北九州市（以下、「本市」という。）は、平成２０年１２月に、本市の基本構想である

「元気発進！北九州」プランを策定し、小倉を都心、黒崎を副都心と位置づけ、現在、

まちづくりを推進している。 
これまで黒崎については、平成１４年３月に、「黒崎再生 10カ年計画」を策定し、黒

崎副都心のまちづくりの方向性について、①集客機能の強化、②交通アクセス機能の強

化、③文化の振興、④都心居住の推進、⑤健康・福祉の充実、⑥情報発・受信機能の強

化、以上の６本柱を整備方針として定め、行政と民間の連携により各種事業の実施に取

り組んでいる。さらに、平成 20年 7月には、「北九州市中心市街地活性化基本計画（黒
崎地区）」が認定され、人が集い、暮らし、交流する、賑わいのあふれる副都心を基本テ

ーマとした中心市街地の活性化を目指している。 
本事業の対象となる「文化・交流拠点地区」の整備については、黒崎地区の中心市街

地活性化計画の核となるプロジェクトとして位置づけられている。これまで地域の要望

等も踏まえ、具体的な導入機能・施設規模等について検討を重ね、平成 21 年 3 月には
「黒崎副都心『文化・交流拠点地区』整備方針」を発表した。 
本事業は、文化・生涯学習・コミュニティ活動を通して人が交流する場や、快適に憩

える都市空間を整備することにより、副都心に相応しい都市機能の充実と地域の回遊性

の向上を図り、黒崎の活気と賑わいを再生させることを目的とするものである。 
なお、本市は、２１世紀における持続可能な都市のモデルとして、平成 20 年７月に

国の「環境モデル都市」として選定され、「世代を越えて豊かさを蓄積していくストック

型社会の構築」を基本理念に取り組みを進めており、本事業においても、ライフサイク

ルレベルにおいて環境負荷の低減を図ることのできる、環境モデル都市にふさわしい事
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業とすることを目指している。 
 
（５） 事業内容等 

ア 対象施設 
(ｱ) 公共施設 
「文化・交流拠点地区」に整備される広場・緑地、図書館、ホール、駐車場・駐

輪場等の付帯施設 
 

イ 事業の範囲及び事業方式 
本事業は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」

（平成１９年法律第８５号、以下「ＰＦＩ法」という。）に基づき、選定された事業

者が、本事業の遂行のみを目的として設置する株式会社（以下「ＳＰＣ」という。）

が、市と事業契約を締結し、公共施設の設計及び建設を行った後、市に所有権を移

転し、事業期間中における公共施設の維持管理及び運営業務を遂行する方式（ＢＴ

Ｏ方式）により実施する。運営業務とは、図書館及びホールの運営業務をいう。な

お、広場・緑地、図書館、ホールについてはそれぞれについて地方自治法第２４４

条に基づく「公の施設」として指定し、このうち図書館、ホールについてＳＰＣを

指定管理者として指定する予定である。 
また、本事業に付帯する事業として、選定された事業者のうち民間収益施設事業

を行うもの（以下「民間収益施設事業実施企業」という。）は自らの提案に基づき、

事業地の一部について市から土地を取得（主用途は住宅に限る。）又は借地権設定す

ることにより、自己の責任及び費用において民間収益施設の整備、運営等を行うこ

とができる。 
業務内容は、以下のとおりであるが、詳細については、要求水準書において提示

する。 
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(ｱ) 公共施設の整備業務 
a 設計業務 
b 建築確認申請等の手続業務 
c 事業用地の造成業務 
d 建設工事業務 
e 工事監理業務 
f 備品の設置等の関連業務 
g 公共施設の市への所有権移転に関する業務 
h その他これらを実施する上で必要な関連業務 

(ｲ) 公共施設（広場・緑地を除く）の維持管理業務 
a 建築物保守管理業務 
b 建築設備保守管理業務 
c 備品等保守管理業務 
d 外構施設保守管理業務 
e 清掃業務 
f 植栽維持管理業務 
g 警備業務 
h 環境衛生管理業務 
i 修繕業務 
j 駐車場・駐輪場業務 
k その他これらを実施する上で必要な関連業務 
なお、大規模修繕について事業期間内での発生は想定していないが、事業期間中

の本施設の機能・性能を維持するために必要となる修繕については規模の大小を問

わずＳＰＣの業務に含めるものとする。本事業における大規模修繕とは、「建物の一

側面、連続する一面全体又は全面に対して行う修繕をいい、設備に関しては、機器、

配管、配線の全面的な更新を行う修繕」をいう（旧建設大臣官房官庁営繕部監修「建

築物修繕措置判定手法」の記述に準ずる。）。 
(ｳ) 公共施設（広場・緑地を除く）の運営に係る業務 

a 図書館運営業務（下記(ｵ)d、e、fを除く） 
b ホール運営業務（下記(ｵ)gを除く） 
なお、ホール運営業務には、市の要求事項としてＳＰＣがホールにおいて企画・

実施する必須企画事業が含まれる。当該業務に係る費用の一部については、市の支

払うサービス対価に含まれる。 

c 供用開始前の運営準備業務 
d 民間企画事業に関する業務 
一般利用を阻害しない範囲で、ＳＰＣが自らの企画・主催により実施する図書館・

ホールでの興行等、市民の文化活動・交流に寄与する事業を認める予定である。 
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e 飲食・物販事業に関する業務 
図書館・ホール利用者への利便性の向上を目的として、施設の一部を利用して飲

食の提供、及び物販を行う事業を認める予定である。なお、本業務に使用する施設

については、北九州市財産条例（昭和 39 年条例第 85 号）第 10 条の規定により定め

る使用料を市に納めることによりＳＰＣに使用させるものとし、ＳＰＣが独立採算

で運営するものとする。また、本業務において使用する電気、水道、ガス等はＳＰ

Ｃ負担とする。 
f その他これらを実施する上で必要な関連業務 

(ｴ) 民間収益施設事業に関する業務（事業者の提案により実施する場合） 
a 民間収益施設の整備業務 
b 民間収益施設の維持管理業務 
c 民間収益施設の運営業務 
d その他これらを実施する上で必要な関連業務 

(ｵ) 市が実施する業務 
a 撥川の整備業務（設計・工事・工事監理その他の関連業務。ただし、設計に

関してはＳＰＣは提案を行うことができる。（ただし、提案を確約するもの

ではない。）） 
b 撥川の維持管理業務 
c 広場・緑地の維持管理業務 
d 図書館資料の購入 
e 図書館システム及び図書館の一部備品の設置に係る業務（図書館システムに

関して事業者は変更提案を行うことができる。ただし、変更提案を確約する

ものではない。） 
f 図書館システムの保守管理に係る業務 
g ホールの一部備品の設置に係る業務 

 
（６） 指定管理者の指定 

市は、ＳＰＣを、市議会の議決を経た上で、地方自治法（昭和 22 年法律第６７号）
第 244条の 2第 3項の基づく「指定管理者」に指定する予定である。 

 
（７） ＳＰＣ等の収入 

本事業におけるＳＰＣ等の収入は、以下のとおりである。 
ア 公共施設の整備に係る対価 

公共施設の整備に係る対価については、事業期間中、事業契約書に定める額を支

払う。 
なお、本事業は、まちづくり交付金、都市公園補助金、その他の補助金、及び地

方債の活用を予定しており、公共施設の建設に係る交付金・補助金及び地方債が適
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用できる場合、上記対価のうち、交付金・補助金及び地方債で市が調達する金額に

ついては、市への所有権の移転後、一括して支払う予定である。その他の対価は、

運営期間にわたって割賦で支払う。 
イ 公共施設（広場・緑地を除く）の維持管理業務に係る対価 

公共施設の維持管理業務に係る対価については、運営期間中、事業契約書に定め

る額を支払う。 
ウ 公共施設（広場・緑地を除く）の運営業務に係る対価 

公共施設の運営業務にかかる対価については、運営期間中、事業契約書に定める

額を支払う。 
ホール及び駐車場利用者から徴収する施設利用料金は、以下のとおり取り扱う予

定である。詳細は、入札公告において提示する。 
(ｱ) ホール利用に係る施設利用料金は、地方自治法第２４４条の２第８項に基づく利
用料金制を導入せず、ＳＰＣは徴収業務を代行し、市の収入とする。 

(ｲ) 駐車場に係る施設利用料金は、地方自治法第２４４条の２第８項に基づく利用料
金制を導入せず、ＳＰＣは徴収業務を代行し、市の収入とする。 

エ ＳＰＣが自ら行う事業に係る収入 
ＳＰＣが、施設の一部を使用して実施する民間企画事業及び飲食・物販事業に係

る収入は、直接、ＳＰＣの収入とする。 
オ 民間収益施設事業に関する収入 

民間収益施設事業に係る収入は、直接、民間収益施設事業実施企業の収入とする。 
 
（８） 事業期間 

ア 公共施設に係る事業期間 
事業契約締結日から平成３９年６月末までの期間とする。 
設計・建設期間 事業契約締結から平成２４年６月３０日 
運営期間    平成２４年７月１日から平成３９年６月３０日 

イ 民間収益施設事業に係る借地期間 
民間収益施設事業の借地期間は、提案による形態ごとに、以下の期間とする。 

形態 事業期間 
一般定期借地権設定 定期借地権設定契約の締結から５０年間 
事業用定期借地権設定 定期借地権設定契約の締結から１５年以上５０年未

満（応募者の提案による） 
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（９） 事業スケジュール（予定）  

事業スケジュール（予定）は、以下のとおりである。 
仮契約締結 平成２２年 １月 
事業契約締結 平成２２年 ３月 
公共施設の建設工事着工 平成２２年１２月 
公共施設の引渡し及び所有権移転期限 平成２４年 ６月末 
公共施設の供用開始 平成２４年 ７月１日 
公共施設に係る事業期間終了 平成３９年 ６月末 
 

（１０） 事業期間終了時の措置 

ＳＰＣの業務は、事業期間の終了をもって終了する。 
なお、市は、事業期間終了後の公共施設の維持管理及び運営業務について、必要に応

じＳＰＣと協議することがある。 
 
（１１） 遵守すべき法令等 

本事業を実施するにあたっては、関連する各種法令（施行令及び施行規則等を含む）、

条例、規則、要綱等を遵守すること。また、各種基準・指針等についても本事業の要求

水準に照らし準拠すること。 
なお、記載のない各種関連法令等についても、遵守、準拠とすること。 
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ア 法令等 
(ｱ) 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号） 
(ｲ) 都市計画法（昭和４３年法律第１００号） 
(ｳ) 景観法（平成１６年法律第１１０号） 
(ｴ) 屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号） 
(ｵ) 消防法（昭和２３年法律第１８６号） 
(ｶ) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号） 
(ｷ) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１
号）（以下「バリアフリー新法」という。） 

(ｸ) 電波法（昭和２５年法律第１３１号） 
(ｹ) エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和５４年法律第４９号） 
(ｺ) 地球温暖化対策の推進に関する法律（平成１０年法律第１１７号） 
(ｻ) 水道法（昭和３２年法律第１７７号） 
(ｼ) 下水道法（昭和３３年法律第７９号） 
(ｽ) 水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号） 

(ｾ) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号） 
(ｿ) 大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号） 
(ﾀ) 振動規制法（昭和５１年法律第６４号） 
(ﾁ) 騒音規制法（昭和４３年法律第９８号） 
(ﾂ) 悪臭防止法（昭和４６年法律第９１号） 
(ﾃ) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号） 
(ﾄ) 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号） 
(ﾅ) 警備業法（昭和４７年法律第１１７号） 
(ﾆ) 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 
(ﾇ) 民法（明治２９年法律第８９号） 
(ﾈ) 会社法（平成１７年法律第８６号） 
(ﾉ) 借地借家法（平成３年法律第９０号） 
(ﾊ) 興業場法（昭和２４年法律第１８９号） 
(ﾋ) 図書館法（昭和２５年法律第１１８号） 
(ﾌ) 駐車場法（昭和３２年法律第１０６号） 
(ﾍ) 河川法（昭和３９年法律第１６７号） 
(ﾎ) 労働基準法（昭和２２年法律第４９号） 
(ﾏ) 労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号） 

イ 県・市条例 
(ｱ) 福岡県福祉のまちづくり条例（平成１０年条例第４号） 
(ｲ) 北九州市都市景観条例（平成２０年条例第５２号） 
(ｳ) 北九州市公害防止条例（昭和４６年条例第５４号） 
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(ｴ) 北九州市水道条例（昭和３８年条例第１１９号） 
(ｵ) 北九州市下水道条例（昭和３９年条例第３９号） 
(ｶ) 北九州市文化財保護条例（昭和４５年条例第３２号） 
(ｷ) 北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例（昭和４７年条
例第７号） 

(ｸ) 北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例（昭和４７年条例第８号） 
(ｹ) 北九州市芸術文化施設条例（平成１５年条例第５５号） 
(ｺ) 北九州市環境基本条例（平成１２年条例第７１号） 
(ｻ) 北九州市開発行為の許可等に関する条例（平成１８年条例第４９号） 
(ｼ) 建築物における駐車施設の付置及び管理に関する条例（昭和４１年条例第４１
号） 

(ｽ) 北九州市火災予防条例（昭和４８年条例第４９号） 
(ｾ) 北九州市屋外広告物条例（昭和３８年条例第６８号） 

ウ 要綱等 
(ｱ) 建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事編） 
(ｲ) 建設工事災害防止対策要綱（土木工事編） 
(ｳ) 土木工事安全施工指針 
(ｴ) 建設副産物適正処理推進要綱 
(ｵ) 北九州市中高層建築物等の建築に関する指導要綱（北九州市） 
(ｶ) 北九州市建築物の総合環境性能評価に関する要綱（ＣＡＳＢＥＥ北九州） 

エ 各種基準・指針等 
(ｱ) 建築設計基準及び同解説（建設大臣官房官庁営繕部監修） 
(ｲ) 建築構造設計基準及び同解説（国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修） 
(ｳ) 建築鉄骨設計基準及び同解説（建設大臣官房官庁営繕部監修） 
(ｴ) 建築設備設計基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部設備課監修） 
(ｵ) 官庁施設の基本的性能基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 
(ｶ) 官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説（建設大臣官房官庁営繕部監修） 
(ｷ) 官庁施設の環境保全に関する基準（国土交通省） 
(ｸ) 日本建築学会諸基準 
(ｹ) 昇降機耐震設計・施工指針（財団法人日本建築センター編集） 
(ｺ) 公共建築工事標準仕様書 建築工事編（最新版）（国土交通省大臣官房官庁営繕
部監修） 

(ｻ) 公共建築工事標準仕様書 電気設備工事編（最新版）（国土交通省大臣官房官庁
営繕部監修） 

(ｼ) 公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編（最新版）（国土交通省大臣官房官庁
営繕部監修） 

(ｽ) 建築工事標準詳細図（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 
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(ｾ) 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（最新版）（国土交通省大臣官房官庁
営繕部監修） 

(ｿ) 公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）（最新版）（国土交通省大臣官房官庁
営繕部監修） 

(ﾀ) 建築工事安全施工技術指針 
(ﾁ) 建築保全業務共通仕様書 
(ﾂ) 北九州市環境配慮指針（北九州市） 
(ﾃ) 北九州市指定管理者制度ガイドライン（Ｈ２１．４改訂）（北九州市） 
(ﾄ) 指定管理者評価マニュアル（Ｈ２１．４改訂）（北九州市） 
(ﾅ) 指定管理者候補選定マニュアル（Ｈ２１．４改訂） (北九州市) 
(ﾆ) 環境配慮型官庁施設計画指針 
(ﾇ) グリーン庁舎計画指針 

 
 
 
２ 特定事業の選定方法及び公表に関する事項  

（１） 特定事業の選定基準  

市は、ＰＦＩ法等を踏まえ、本事業をＰＦＩ方式で実施することにより、市自らが実

施したときに比べ、効率的及び効果的に事業が実施されると判断される場合、本事業を

特定事業として選定する。 
具体的な判断の基準は以下のとおりである。  
ア 事業期間を通じた市の財政負担の縮減が期待できること（市の財政負担見込額の

算定にあたっては、ＳＰＣからの税収その他の収入等を調整する等の適切な調整を

行ったうえで、事業期間における市の財政負担の総額を算出し、これを現在価値に

換算して評価する。）。 
イ 市の財政負担が同一水準にある場合においても公共サービスの向上が期待できる

こと（公共サービスの水準の評価にあたっては、出来る限り定量的に行うこととし、

定量化が困難な場合においても出来る限り客観性を確保したうえで評価を行う。）。 
 

（２） 選定結果の公表  

本事業を特定事業として選定した場合は、その結果を、評価の内容と併せて、市の公

式ウェブサイト（以下「ウェブサイト」という。）等を通じて公表する。 
なお、特定事業の選定を行わないこととした場合にあっても同様に公表する。 
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３ 実施方針に関する説明会等の開催及び質問又は意見の受付等 

（１） 実施方針及び要求水準書（案）に関する説明会 

実施方針及び要求水準書（案）に関する説明会を下記により行う。 
ア 開催日時 

平成２１年６月４日（木）１４時～１７時（受付開始１３時３０分） 
イ 開催場所 

北九州市立子どもの館 子どもホール 
北九州市八幡西区黒崎三丁目１５番３号 コムシティ７階 

ウ 参加申込方法 
説明会への参加を希望する場合は、参加申込書（様式１）に必要事項を記載のう

え、平成２１年６月３日（水）午後５時までにファックスにて送付すること。 
ファックス送信先：北九州市建築都市局整備部都心・副都心開発室 
ファックス番号 ：０９３－５８２－２６９４ 

エ その他 
(ｱ) 駐車場はないので、公共交通機関を利用すること。 
(ｲ) 当日、資料は配布しないので、実施方針及び要求水準書（案）はウェブサイトか
らダウンロードのうえ、持参すること。 

 
（２） 質問又は意見の受付 

実施方針に関する質問又は意見の受付を下記により行う。 
ア 受付期間 

実施方針公表日～平成２１年６月１５日（月）午後５時（必着） 
イ 提出方法 

様式２及び様式３に質問等の内容を簡潔にまとめ、Ｅメールにて下記アドレス宛

てに提出すること。 
提出先Ｅメールアドレス：toshi-toshin@city.kitakyushu.lg.jp 

ウ 質問等に対する回答 
質問等に対する回答は平成２１年６月下旬にウェブサイトを通じて公表する。 
ウェブサイトアドレス：http://www.city.kitakyushu.jp/  

 

（３） 個別ヒアリング 

実施方針等について、事業者が希望し、市が必要と判断した場合は、直接ヒアリング

を行うことがある。この個別ヒアリングでは、事業者が事業提案を行うにあたり、内容

を相互に確認するものであり、入札手続の一環ではなく、提案の審査に影響を与えるも

のではない。 

ア 日時 

平成２１年６月中を予定。詳細については、直接Ｅメールにより通知する。 
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イ 場所 

北九州市役所（北九州市小倉北区城内１番１号）（予定）。日時と同様、直接Ｅメ

ールにより通知する。 

ウ 実施方法 

様式２，３にヒアリング希望が記載されたもののうち、市が必要と判断した場合

に、個別ヒアリングを行う。 

エ その他 

個別ヒアリングは、義務付けではない。また、個別ヒアリングを受けた応募者が、

本事業に関して有利、若しくは不利となる条件とするものではない。 

 
（４） 実施方針の変更 

実施方針に関する質問等を踏まえ、実施方針の変更を行うことがある。この場合は、

ウェブサイトを通じて公表するとともに、変更の内容がスケジュールに影響を及ぼすと

考えられる場合は、変更後のスケジュールも示す。 
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第２ 事業者の募集及び選定に関する事項 
 
１ 事業者の募集及び選定方法 

市が本事業を特定事業として選定した場合は、総合評価一般競争入札方式により事業者の

募集及び選定を行う。なお、本事業はＷＴＯ政府調達協定の対象であり、「地方公共団体の物

品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」が適用される予定である。 
 
２ 事業者の選定に係る基本的な考え方 

本事業は、公共施設の設計、建設、維持管理及び運営段階の各業務を通じて、事業者に効

率的・効果的かつ安定的・継続的なサービスの提供を求めるものであり、事業者の幅広い事

業能力を総合的に評価することが必要である。従って、事業者の選定にあたっては、事業者

が入札公告において提示する事業参画に足る資格を有しており、かつ事業者の提案内容が市

の要求する公共施設の整備、維持管理及び運営業務に関する要求水準を満たしていることを

前提として、競争性の担保及び透明性の確保に配慮した上で、総合評価一般競争入札方式に

より事業者を選定する。 
 
３ 公共施設の設計、建設、維持管理及び運営業務に関する要求水準 

本事業の対象である公共施設の設計、建設、維持管理及び運営業務に関してＳＰＣが提供

すべきサービスの項目と達成水準は、入札公告前に要求水準書（案）として公表する。さら

に、要求水準書（案）に対する質問、意見等を考慮し、入札公告時に最終的な要求水準書を

示す。 
 
４ 選定のスケジュール  

スケジュールは、以下のとおりである。ただし、スケジュールは変更することがある。 

スケジュール（予定） 内容 

平成２１年 ５月２７日 実施方針、要求水準書（案）の公表、意見・質問の受付 
平成２１年 ６月２５日 
 

実施方針、要求水準書（案）に関する意見・質問に対する回答

公表 

平成２１年 ７月２１日 
特定事業の選定、入札公告（入札説明書、事業契約書（案）、要

求水準書等の公表）、入札説明書等に関する質問の受付（第１回）

平成２１年 ８月 入札説明書等に関する質問に対する回答公表（第１回） 
平成２１年 ８月 参加表明書、資格審査申請書類受付 
平成２１年 ９月 資格審査結果の通知 
平成２１年 ９月 入札説明書等に関する質問に対する回答公表（第２回） 
平成２１年１１月 入札及び提案書類の提出 
平成２１年１２月 落札者の決定、基本協定の締結 
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平成２２年 １月 仮契約の締結 
平成２２年 ３月 事業契約の締結 
なお、応募者における市の意向の理解促進、創意工夫発揮を目的として、資格審査を通過

した応募者と個別の対面式質疑応答を行う予定である。 
具体的な実施内容については、入札公告において提示する。 
 

５ 応募者の構成等 

（１） 応募者の構成に関する定義 

ア 応募者は、複数の企業で構成されるグループ（以下「応募グループ」という。）と

する。 
イ 応募グループの構成における「代表企業」とは、ＳＰＣに対して出資し、ＳＰＣ

から直接業務を請け負う者であり、応募グループを代表し、応募手続きを行う者と

する。 
ウ 応募グループの構成における「構成企業」とは、ＳＰＣに対して出資し、ＳＰＣ

から直接業務を請け負う者とする。 
エ 応募グループの構成における「協力企業」とは、ＳＰＣに対して出資はしないが、

ＳＰＣから直接業務を請け負う者とする。 
 
（２） 応募者の構成等 

ア 応募グループは、参加表明書の提出時に代表企業名、構成企業名及び協力企業名

をそれぞれを明記し、必ず代表企業が応募手続きを行うこと。 
イ 民間収益施設事業を実施する提案を行う場合は、参加表明書の提出時に民間収益

施設事業実施企業を明記すること。なお、民間収益施設事業実施企業が、代表企業、

構成企業又は協力企業となることは妨げない。 
ウ 応募グループの代表企業、構成企業のいずれかが、他の応募グループの代表企業、

構成企業として参加していないこと。  
 

なお、本事業に係る事業者選定の結果、落札者として決定された応募者は、北九

州市内に本事業を実施する会社法に定める株式会社としてＳＰＣを設立するものと

する。 
 

（３） 応募者の参加資格要件 

応募グループの代表企業、構成企業、協力企業並びに民間収益施設事業実施企業

のいずれも、以下の参加資格要件を満たすこと。 
ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当して

いないこと。  
イ 参加表明及び資格審査確認申請に必要な書類の提出期限から事業契約の締結まで
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の期間に、市から指名停止を受けていないこと。 
ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てをなし

又は申立てがなされている者でないこと（更生計画認可の決定がなされた場合を除

く。）。 
エ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをなし

又は申立てがなされている者でないこと（再生計画認可の決定がなされた場合を除

く。）。 
オ 破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てをなし又は申

立てがなされている者でないこと。 
カ 清算中の株式会社である事業者について、会社法に基づく特別清算開始命令がな

された者でないこと。 
キ 手形交換所による取引停止処分を受けている者でないこと 
ク 最近１年間の法人税、消費税（地方消費税を含む。）、事業税、法人市民税、固定

資産税を滞納していないこと。 
ケ 昨年度本市が委託した民間活力導入可能性調査等業務を委託した者、および市が

本事業に係るアドバイザリー業務を委託している者及びかかる者と当該アドバイザ

リー業務において提携関係にある者、又はこれらの者と資本面若しくは人事面にお

いて関連がある者でないこと。本事業に関し、市のアドバイザリー業務を行う者は

以下のとおりである。 
・株式会社 長大 東京都中央区日本橋蛎殻町１－２０－４ 
・東京丸の内・春木法律事務所 東京都千代田区丸の内１－４－２ 
・パシフィックコンサルタンツ株式会社 東京都多摩市関戸１－７－５ 

  なお、本実施方針において、「資本面において関連のある者」とは、総株主の議決

権の１００分の５０を超える議決権を有し、又はその出資の総額の１００分の５０

を超える出資を行っている者をいい、「人事面において関連のある者」とは、当該企

業の代表権を有している役員を兼ねている者をいう。 
コ 本実施方針「第２ 事業者の募集及び選定に関する事項」の「６ 審査及び選定

に関する事項」に規定する検討会の構成員が属する組織、企業又はその組織、企業

と資本面若しくは人事面において関連がない者であること。  
サ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号）に
違反し、公正取引委員会から排除措置等の命令を受けている者でないこと。 

シ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員、

及び暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係にあるもの（従業員を含む）で

ないこと。 
 
（４） 応募者の業務遂行能力に関する資格要件 

代表企業、構成企業並びに協力企業のうち設計、工事監理、建設、維持管理及び運営
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の各業務に当たる者は、それぞれア～オの要件を満たすこと。 
なお、複数の業務に係る要件を満たす者は当該複数業務を実施することができる。た

だし、工事監理業務と建設業務は、同一の企業又は資本面若しくは人事面において関連

がある企業同士が実施してはならない。 
ア 公共施設の設計業務を行う者 

(ｱ) 北九州市測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参加者の資格及び審査等
に関する規則（平成６年北九州市規則第６０号）第７条第１項に規定する有資格

者名簿に記載されていること。 
(ｲ) 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定に基づく一級建築士事務
所登録を行っていること。 

(ｳ) 設計業務を行う者が複数である場合、そのいずれもが上記(ｱ)、(ｲ)の要件を満た
すこと。 

イ 公共施設の工事監理業務を行う者 
(ｱ) 北九州市測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参加者の資格及び審査等
に関する規則（平成６年北九州市規則第６０号）第７条第１項に規定する有資格

者名簿に記載されていること。 
(ｲ) 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定に基づく一級建築士事務
所登録を行っていること。 

ウ 公共施設の建設業務を行う者 
(ｱ) 北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九
州市規則第５９号）第７条第１項に規定する有資格者名簿（以下「建設工事有資

格者名簿」という。）に記載されていること。 
(ｲ) 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の規定に基づく建築一式工
事に係る特定建設業の許可を受けていること。 

(ｳ) 事業用地の造成業務を行う者は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条
第１項の規定に基づく土木一式工事に係る特定建設業の許可を受けていること。 

(ｴ) 建設工事有資格者名簿に記載されている工事の種別が建築工事であって、かつ、
当該工事の種別の格付けがＡであること。 

(ｵ) 本件工事に係る建設業法第２６条第２項に規定する監理技術者（直接的かつ恒常
的な雇用関係（入札を行った日において雇用期間が３ヶ月以上経過していること

をいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができること。また、配置技

術者の変更は原則として認めない。 
(ｶ) 本件工事に係る建設業法第２６条第１項に規定する主任技術者（直接的かつ恒常
的な雇用関係（入札を行った日において雇用期間が３ヶ月以上経過していること

をいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができること。 
(ｷ) 建設業務を行う者が複数である場合、少なくとも一者は(ｱ)から(ｶ)の全ての要件
を満たし、その他の者は、(ｱ)及び(ｲ)、又は(ｱ)及び(ｳ)のいずれかの要件を満たす
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こと。 
※ 公共工事の設計業務、建設業務を行うものの実績 

  公共施設の設計業務および建設業務を行うもののいずれかが、下記の要件のいず

れかを満たしていること。 
(ｱ) ホール又は劇場の新築（官公庁工事に限らないものとする）に係る基本設計又は
実施設計を行った実績を有する。 

(ｲ) 図書館法（昭和 25 年法律第 118 号）第２条に基づく図書館の新築（官公庁工事
に限らないものとする）に係る基本設計又は実施設計を行った実績を有する。 

(ｳ) ホール又は劇場、若しくは図書館の建設を行った実績を有する。 
エ 公共施設の維持管理を行う者 

(ｱ) 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成
７年北九州市規則第１１号）第６条第１項に規定する有資格者名簿に記載されて

いること。 
(ｲ) 施設の維持管理を行うにあたり、必要な資格（許認可、登録等）を有すること。 
(ｳ) 平成１１年４月１日以降に、建築物の維持管理業務を受託した実績を有すること。 
(ｴ) 維持管理業務を行う者が複数である場合、全ての者は上記(ｱ)及び(ｲ)を満たすこ
と。また、(ｳ)については当該業務を担当する者が要件を満たしていればよいこ
ととし、応募グループで全ての要件を満たすこと。 

オ 公共施設の運営業務を行う者 
(ｱ) 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成
７年北九州市規則第１１号）第６条第１項に規定する有資格者名簿に記載されて

いること。 
(ｲ) 施設の運営業務を行うにあたり、必要な資格（許認可、登録等）を有すること。 
(ｳ) ホールの運営業務を担当する者は、ホール・劇場等の文化施設を自ら運営、また
は運営業務を１年以上受託した実績を有すること。 

(ｴ) 図書館の運営業務を担当する者は、図書館法第２条に定める図書館（公立・私立
を問わない）を自ら運営、または図書館運営のうち、奉仕的業務に関するもの（カ

ウンター業務、レファレンス業務）を１年以上受託した実績を有すること。 
(ｵ) 運営業務を行う者が複数である場合、全ての者は上記(ｱ)及び(ｲ)を満たすこと。 
また、(ｳ)及び(ｴ)については当該業務を担当する者が要件を満たしていればよい    
こととし、応募グループで全ての要件を満たすこと。 

 
 
（５） 代表企業、構成企業及び協力企業の変更 

ア 参加資格確認基準日は資格審査申請書受付日とする。 
イ 参加資格確認基準日の翌日から開札日までの間、応募グループの代表企業、構成

企業、協力企業又は民間収益施設事業実施企業が参加資格を欠くに至った場合、当
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該応募者は入札に参加できない。ただし、構成企業、協力企業又は民間収益施設事

業実施企業が参加資格を欠くに至った場合で、当該応募者が、参加資格を欠いた構

成企業、協力企業又は民間収益施設事業実施企業に代わって、参加資格を有する構

成企業、協力企業又は民間収益施設事業実施企業を補充し、参加資格を確認のうえ、

市が認めた場合は入札に参加できるものとする。なお、この場合の補充する構成企

業、協力企業又は民間収益施設事業実施企業の参加資格確認基準日は、当初の構成

企業、協力企業又は民間収益施設事業実施企業が参加資格を欠いた日とする。 
ウ 開札日の翌日から落札者決定日までの間、応募グループの代表企業、構成企業、

協力企業又は民間収益施設事業実施企業が参加資格要件を欠くに至った場合、市は

当該応募者を落札者決定のための審査対象から除外する。ただし、構成企業、協力

企業又は民間収益施設事業実施企業が参加資格を欠くに至った場合で、当該応募者

が、参加資格を欠いた構成企業、協力企業又は民間収益施設事業実施企業に代わっ

て、参加資格を有する構成企業、協力企業又は民間収益施設事業実施企業を補充し、

市が参加資格を確認のうえ提案内容の継続性に支障をきたさないと判断した場合は、

当該応募者の参加資格を引き続き有効なものとして取り扱うことができるものとす

る。なお、この場合の補充する構成企業、協力企業又は民間収益施設事業実施企業

の参加資格確認基準日は、当初の構成企業、協力企業又は民間収益施設事業実施企

業が参加資格を欠いた日とする。  
エ 落札者決定日の翌日から事業契約の締結の承認に係る議会の議決日までの間、落

札者の構成企業、協力企業又は民間収益施設事業実施企業が参加資格を欠くに至っ

た場合、市は落札者と事業契約を締結しない場合がある。この場合において、市は

落札者に対して一切の費用負担を負わないものとする。ただし、構成企業、協力企

業又は民間収益施設事業実施企業が参加資格を欠くに至った場合で、当該応募者が、

参加資格を欠いた構成企業、協力企業又は民間収益施設事業実施企業に代わって、

参加資格を有する構成企業、協力企業又は民間収益施設事業実施企業を補充し、市

が参加資格を確認のうえ提案内容の継続性に支障をきたさないと判断した場合は、

落札者と事業契約を締結する。なお、この場合の補充する構成企業、協力企業又は

民間収益施設事業実施企業の参加資格確認基準日は、当初の構成企業、協力企業又

は民間収益施設事業実施企業が参加資格を欠いた日とする。 
 
６ 審査及び選定に関する事項 

（１） 審査及び選定 

審査に際し入札参加者に参加表明書、資格審査に必要な書類及び本事業に関する事業

計画全般の提案内容を記載した提案書の提出を求める。なお、提案の評価基準、提案書

の提出方法、提出時期及び提出書類の詳細等については、入札公告において提示する。 
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（２） 事業者検討会 

提案の審査は、市が設置する学識経験者等で構成する「北九州市黒崎副都心「文化・

交流拠点地区」整備等ＰＦＩ事業者検討会」（以下「検討会」という。）において行う。

検討会においては、価格のみならず、事業全体の基本的な考え方、事業計画、施設計画、

維持管理計画、運営計画及び資金計画等について総合的に評価を行い、市は、検討会評

価を受け、落札者の決定を行う。なお、検討会の構成員は入札公告において提示する。

また、応募グループの代表企業、構成企業、協力企業並びに民間収益施設事業実施企業

が落札者の決定前までに検討会の構成員に対し、事業者の選定に関する接触等の働きか

けを行った場合は失格とする。 
 
（３） 選定結果の公表 

事業者の選定を行った場合には、その結果をウェブサイト等を通じて速やかに公表す

る。 
 
（４） 事業者を選定しない場合 

事業者の募集、提案の評価及び選定において、最終的に、応募者が無い、あるいは、

いずれの応募者の提案においても公的財政負担の縮減の達成が見込めない等の理由によ

り、本事業を特定事業として実施することが適当でないと判断された場合には、事業者

を選定せず、特定事業の選定を取り消すこととし、この旨を速やかに公表する。 
 
７ 基本協定の締結について 

   市は、本事業に係る落札者との間で、本事業に係る基本的事項を定めた基本協定を締結す

る。 
 
８ 特別目的会社（ＳＰＣ）の設立について 

本事業に係る事業者選定の結果、落札者として決定された応募者は、本事業を実施する会

社法に定める株式会社としてＳＰＣを設立すること。 
ＳＰＣは、北九州市内に設立し、事業期間中は移転しないものとする。 
なお、応募者のうち、代表企業は必ずＳＰＣに対して出資し、株主の中で最も多く保有す

る株主でなければならない。また、代表企業及び構成企業全体でのＳＰＣに対する出資比率

は５０％超とする。ＳＰＣの株式については、市の事前の承諾がある場合を除き、譲渡、担

保権等の設定その他の処分を行うことはできない。 
 

９ 事業契約について 

市は、ＳＰＣと仮契約を締結し、北九州市議会の議決を経た後に事業契約を締結する。 
なお、事業契約書（案）については、入札公告において提示する。 
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１０ 提出書類の取り扱い 

（１） 著作権 

本事業に関する提案書類の著作権は、応募者に帰属する。ただし、本事業に関する公

表その他市が必要と認めるときには、市は提案書類の全部又は一部を無償で使用できる

ものとし、応募者の提案書（概要版）は公表する。また、選定された応募者の提案書（応

募者と事前協議の上）を、応募者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそ

れのあるものを除き、縦覧等により公開する。なお、提案書類は返却しない。 
 
（２） 特許権等 

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令に基づい

て保護される第三者の権利となっている事業手法、工事材料、施工方法、維持管理及び

運営方法等を使用した結果生じた責任は、原則として提案を行った応募者が負うものと

する。これによって市が損失又は損害を被った場合は、当該応募者は、市に対して当該

損失及び損害を補償及び賠償しなければならない。 
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第３ 事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 
 
１ 予想されるリスク及び責任の分担 

（１） 基本的な考え方 

本事業は、ＳＰＣによる継続的かつ安定的な公共サービスの提供を目指すものであり、

「リスクを最も良く管理することができる者が当該リスクを分担する」との考え方に基

づき、市及びＳＰＣが適正に責任を分担する。 
 
（２） 予想されるリスク及び責任分担 

市及びＳＰＣのリスク及び責任分担は原則として別紙１のとおりであるが、責任分担

の程度や具体的な内容については、入札公告において提示し、最終的には事業契約書に

定めることとする。 
ただし、ＳＰＣが自らの責任において行う民間収益事業（図書館及びホールの運営に

係る民間企画事業及び飲食・物販事業。民間収益施設事業を含まない。）を実施するにあ

たり発生すると想定されるリスクは、ＳＰＣの負担とする。 
 また、民間収益施設事業実施企業が自らの責任において行う民間収益施設事業を実施

するにあたり発生すると想定されるリスクは、民間収益施設事業実施企業の負担とする。 
ただし、民間収益施設事業実施企業が土地売買契約又は借地権設定契約を締結しない

場合、並びに民間収益施設事業実施企業が土地売買契約又は借地権設定契約の規定に違

反した場合などに関して事業契約書に規定されるＳＰＣの責任はＳＰＣが負うものとす

る。 
 
（３） 保険の付保 

ＳＰＣは、市が付保を義務付ける保険を含め、保険により費用化できるリスクはＳＰ

Ｃの判断により合理的な範囲で保険を付保するものとする。 
 
２ 事業の実施状況のモニタリング（監視・評価） 

（１） 基本的な考え方 

市は、本事業が継続的かつ安定的に行われることを目的として、ＳＰＣが定められた

業務を確実に遂行し、要求水準書に規定された要求水準及びＳＰＣが提案した水準を達

成しているか否かを確認するため、事業の実施状況に応じて定期的に、又は必要に応じ

て随時、モニタリングを実施する。モニタリングの実施方法等は入札公告において提示

する。 
 
（２） ＳＰＣに対する支払額の変更等  

モニタリングの結果、事業契約書に定める要求水準が満たされていない場合、支払額

の減額、改善勧告、契約解除等を行うことがある。 
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支払額の減額等の考え方については、入札公告において提示し、最終的には事業契約

書に定める。 
 
（３） モニタリングの費用 

モニタリングに係る費用は、市が負担する。 
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第４ 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 
 
１ 施設の立地条件 

敷地の立地条件は、以下に示すとおりである。 
建設計画地 北九州市八幡西区岸の浦二丁目１０－１、岡田町９－１、３他 
敷地面積 ３３，２３３.１２㎡ 
用途地域 第一種住居地域（建ぺい率６０％ 容積率２００％） 

一部商業地域（建ぺい率８０％ 容積率４００％） 
その他 準防火地区 
なお、市は敷地の一部について用途地域の変更（第一種住居地域（建ぺい率６０％ 容積

率２００％、防火指定なし）から商業地域（建ぺい率８０％ 容積率２００％、準防火地域）

へ変更）、及び地区計画の決定を予定している。詳細については入札説明書において提示する

予定である。 
 
２ 公共施設の概要 

公共施設の概要は、以下に示すとおりである。詳細は、要求水準書において示す。 
広場・緑地 
（５，０００㎡程度） 

芝生広場、植栽 等 
 

図書館 
（３，５００㎡以上） 

読書センターゾーン、未来づくりゾーン、視聴覚ゾーン、電子

図書館ゾーン、情報センターゾーン、市民交流・学習ゾーン、

閉架書庫、事務室、資料作業室、職員休憩室、ボランティア室、

トイレ等 
ホール 
（７，６００㎡程度） 
 

大ホール（８００席・プロセニアム形式） 
中ホール（３００席・平土間形式（客席格納可能）） 
舞台、客席、ロビー、ホワイエ、リハーサル室、楽屋、大練習

室、中練習室、小練習室、会議室、大道具置場、ピアノ庫、楽

器庫、事務室、トイレ等 
駐車場・駐輪場等 駐車場、駐輪場、その他外構施設 

  
３ 公共施設整備期間中における事業地の無償使用 

ＳＰＣは公共施設の整備にあたり、施設整備期間中、事業地のうち民間収益施設用地を除

いた部分を無償で使用することができる。 
 
４ 民間収益施設事業の要件 

（１） 趣旨 

本事業の本来の目的は、公共施設の整備、維持管理・運営を行うことであるが、市有

地の有効活用、周辺地域のにぎわいの創出や活性化、回遊性の向上など、市民の利便性



 23

の向上等を図る観点から、事業者自らの提案による民間収益施設を設けることができる。 
（２） 提案に係る主な条件 

 民間収益施設については、以下の条件により、提案を求める。 
ア 事業地のうち、民間収益施設部分の用地規模、施設レイアウトについては自由提

案とする。 
イ 民間収益施設事業は、民間収益施設事業実施企業が、提案内容に応じて、５（２）

の条件により、民間収益施設事業用地を市から取得（主用途は住宅に限る。）又は借

地権設定することにより実施するものとする。 

ウ SPCは、民間収益施設事業実施企業をして、民間収益施設事業を実施させるもの
とし、自らが民間収益施設事業実施企業として、民間収益施設事業を実施すること

はできないものとする。 
エ 民間収益施設事業は民間収益施設事業実施企業の独立採算とし、民間収益施設事

業において発生すると想定されるリスクをＰＦＩ事業から切り離すこととし、民間

収益施設事業に起因するリスクを自らの責任において負担すること。 
オ 集客力や回遊性の向上、並びに街なか居住など黒崎全体の賑わいの創出や活性化

に寄与する施設や今回整備を行うホール、図書館や周辺の病院等既存施設との連携

を図るなど、周辺地域との調和に資するような施設とすること。例えば、住居系、

保健福祉系、文化・スポーツ系などが想定される。ただし、以下に掲げる施設を除

く。 
(ｱ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和２３年法律第１２２
号）第２条に規定する風俗営業及び性風俗特殊営業の用に供する施設 

(ｲ) 興行場法（昭和２３年法律第１３７号）第１条に規定する興行場のうち、業
として経営される教育上ふさわしくない施設 

(ｳ) 射幸心を刺激する娯楽を目的として不特定多数のものが出入りする施設 
(ｴ) その他教育上ふさわしくない施設 
なお、将来に渡り、安全で快適な街並みの形成や、良好な生活環境の保全を図る

ため、風俗施設や遊戯施設の立地制限や、壁面の位置の制限などについて、地区計

画の決定を行う予定である。 
カ 民間収益施設は、公共施設との合築は不可とし、敷地を分割した別棟として整備

するものとする。 
 
５ 事業用地に関する事項 

（１） 公共施設整備期間中における事業地の無償使用 

ＳＰＣは、公共施設整備のため、事業地のうち民間収益施設部分を除いた部分を、

施設整備期間中、無償で使用することができる。（範囲については、事前に市と協議を

行うこと。） 
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（２） 民間収益施設に係る用地活用形態 

民間収益施設事業の実施に係る用地については、応募者から提案された範囲の用地

を、市が普通財産に転用した後、民間収益施設事業実施企業が市から取得（主用途は

住宅に限る。）又は借地権を設定するものとする。いずれかの形態とするかは、応募者

の提案による。 
詳細な条件については、入札公告において提示する。 
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第５ 事業計画又は事業契約の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事

項 
 
１ 係争事由に係る基本的な考え方 

事業計画又は事業契約の解釈について疑義が生じた場合、市とＳＰＣは誠意をもって協議

するものとし、協議が整わない場合は、事業契約書に定める具体的措置に従う。 
 
２ 管轄裁判所の指定 

事業契約に関する紛争については、福岡地方裁判所小倉支部を第一審の専属管轄裁判所と

する。 
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第６ 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 
 
１ 事業の継続に関する基本的な考え方 

本事業においては、予定された期日までにＳＰＣにより施設の整備が行われ、また、事業

期間中の維持管理及び運営業務が効果的・効率的かつ安定的・継続的に行われることを確保

するため、事業の継続が困難となる事由を予め具体的に列挙し、その発生事由に応じた適切

な措置を定める。基本的な方針は以下のとおりであるが、詳細は、事業契約書に定める。 
 
２ 事業の継続が困難となった場合の措置 

（１） ＳＰＣの責めに帰すべき事由により事業の継続が困難になった場合 

市は、事業契約書に定めるところにより、ＳＰＣの責めに帰すべき事由により事業の

継続が困難となった場合、または、その懸念が生じた場合、市はＳＰＣに対してその改

善を図ることを求めるものとし、改善が認められない場合、事業契約を解約することが

でき、若しくは解約せずにＳＰＣの契約上の地位を市が選定した第三者に移転させるこ

とができるものとする。 
この場合、ＳＰＣは市に生じた損害を賠償するものとする。 

 
（２） 市の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 

ＳＰＣは、事業契約書に定めるところにより、市の責めに帰すべき事由により事業の

継続が困難となった場合、事業契約を解約することができるものとする。 
この場合、市はＳＰＣに生じた損害を賠償するものとする。 

 
（３） その他の事由により事業の継続が困難となった場合 

不可抗力その他、市及びＳＰＣの責めに帰することができない事由により事業の継続

が困難となった場合、市とＳＰＣは、事業継続の可否について協議を行うものとする。 
 
３ 金融機関等と市との協議 

本事業の継続性を確保する目的で、市は、ＳＰＣに対し資金供給を行う金融機関等との協

議を行い、また、当該金融機関等と直接協定を締結することがある。 
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第７ 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項 
 
ＳＰＣがＰＦＩ法に規定する法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援を受ける

ことができる可能性がある場合、市は、ＳＰＣが措置及び支援を受けることができるよう努める。

また、本事業は、交付金、補助金を予定しており、ＳＰＣは市が本事業に係る交付金等を申請す

るにあたり、市が行う作業につき、協力を行うものとする。 
 なお、市は、ＳＰＣに対する出資、保証等の支援は行わない。 
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第８ その他特定事業の実施に関し必要な事項 
 
１ 議会の議決 

（１） 債務負担行為 

市は、本事業に関して、平成 21年 2月市議会定例会において「10,909,000千円に金
利変動及び物価変動による増減額並びに当該増減額に係る消費税及び地方消費税を加算

した額」を限度額とした債務負担行為を設定している。 
 
（２） 事業契約 

市は、事業契約の締結にあたっては、予め市議会の議決を経るものとする。 
 
２ 入札に伴う費用負担 

応募者の入札に係る費用は、すべて応募者の負担とする。 
 
３ 情報の公開 

本事業に関する情報は、適宜かつ速やかに、ウェブサイト等を通じて公開する。 
 
４ 本件担当 

北九州市 
〒８０３－８５０１ 
北九州市小倉北区城内１番１号 １４階 
北九州市建築都市局整備部都心・副都心開発室 
電   話：０９３－５８２－２５０２ 
ファックス：０９３－５８２－２６９４ 
Ｅ－mail ：toshi-toshin@city.kitakyushu.lg.jp 
ウェブサイトＵＲＬ：http://www.city.kitakyushu.jp/ 
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別紙１ リスク分担表 

 
（各段階共通） 

負担者 
リスクの種類 リスクの内容・要因等 

市 ＳＰＣ 
市の帰責事由による事業計画・内容の変更、事業の延期・
中止等 ○  

事業計画リスク 
上記以外の事由（不可抗力及び法令変更を除く）による
事業計画・内容の変更、事業の延期・中止 

 ○ 

募集要項リスク 募集要項等の誤り・不備や内容の変更 ○  

本事業に直接関係する法制度の変更 ○  法制度変
更リスク 
（税制含） 上記の法制度以外の法制度の変更  ○ 
許認可リ
スク 

ＳＰＣの申請手続の不備等による許認可等の遅延による
もの  ○ 

制度関
連リス
ク 

議会リス
ク※１ ＰＦＩ事業に係る議会の議決が得られない場合 ○ ○ 

本事業を行政サービスとして実施することに対する住民
反対運動・訴訟・要望等 ○  

住民問題
リスク 本事業に関する上記以外の設計、建設工事、維持管理又

は運営に関する住民反対運動・訴訟・要望等  ○ 

環境問題
リスク 

事業期間中のＳＰＣ独自の調査、あるいは建設工事や維
持管理等の業務において発生した環境問題  ○ 社 会 リ

スク 

第三者賠
償リスク 

事業期間中のＳＰＣ独自の調査、あるいは建設工事等に
際しての騒音や振動・地盤沈下等、またはＳＰＣによる
管理者としての注意義務懈怠による事故等の発生による
もの 

 ○ 

ＳＰＣの帰責事由によるサービス提供の中止・停止・不
能等（事業の破綻・悪化・放棄、サービスの品質等が一
定のレベルを下回った場合等） 

 ○ 
債務不履行リスク 

市のサービス購入料の支払遅延・不能等 ○  

不可抗力リスク※２ 戦争、暴動、自然災害等による、本事業の事業計画・内
容の変更、事業の延期・中止等 ○ △ 

基準金利の設定時点までの金利変動のうち、基準金利の
変動によるもの ○  

基準金利の設定時点までの金利変動のうち、ＳＰＣが提
示する上乗せ金利の変動によるもの  ○ 金利リスク 

基準金利の設定時点以降の金利変動  ○ 

公共施設の整備に係る費用の物価変動  ○ 
物価リスク 公共施設の維持管理・運営業務に係る費用の物価変動※

３ ○ △ 

資金調達リスク 本事業の実施に必要な資金の確保に関するもの  ○ 

 

※１：市とＳＰＣの双方に帰責事由がないにもかかわらず、議会の議決が得られない場合は、市、

ＳＰＣともに自らが要した費用を負担し、相互に損害賠償等を求めない。 

※２：不可抗力によりＳＰＣに生じた合理的な範囲の増加費用及び損害の負担については、一定

範囲まではＳＰＣが負担するものとし、それ以上の損害は市の負担とする。 
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※３：維持管理・運営業務に係るサービス対価については、物価変動を考慮して見直しを行う。

ただし、変動率が一定水準以下の場合は見直しを行わない。 

 

（事業契約締結前段階） 
負担者 

リスクの種類 リスクの内容・要因等 
市 ＳＰＣ 

応募リスク 応募費用の負担に関するもの  ○ 
市の帰責事由により契約が締結できない、契約手続に長
期間を要する場合等に関するもの ○  

契約リスク 
ＳＰＣの帰責事由により契約が締結できない、契約手続
に長期間を要する場合等に関するもの  ○ 

（設計・建設段階） 
負担者 

リスクの種類 リスクの内容・要因等 
市 ＳＰＣ 

市が実施した測量・地質調査等の誤り ○  
測量・地質調査リスク 

上記以外の測量・地質調査等の誤り  ○ 

資材置場等建設工事に必要な土地の確保  ○ 
用地リスク 

市が事前に把握し、公表した地中障害物等の処理等  ○ 
本事業に関する市の提示条件の不備・変更又は市の指示
等による設計変更（軽微なものを除く） ○  

設計変更リスク 
本事業に関する上記以外の事由（不可抗力及び法令変更
を除く）による設計変更  ○ 

本事業に関する市の提示条件の不備・変更又は市の指示
等による工事費の変更 ○  

工事費変更リスク 
本事業に関する上記以外の事由（不可抗力及び法令変更
を除く）による工事費の変更  ○ 

本事業に関する市の提示条件の不備・変更又は市の指示
等による工事完了の遅延 ○  

工事完了遅延リスク 
本事業に関する上記以外の事由（不可抗力及び法令変更
を除く）による工事完了の遅延  ○ 

要求水準未達リスク 要求水準等の未達、不適合等（施工不良を含む）  ○ 

要求水準変更リスク 市の指示による要求水準等の変更 ○  

施設損傷リスク 公共施設の引渡前に施設、材料等に生じた損傷  ○ 

施設かし担保リスク 公共施設の隠れたかしの補修又は損害賠償  ○ 

 
（維持管理・運営段階） 

負担者 
リスクの種類 リスクの内容・要因等 

市 ＳＰＣ 
本事業に関する市の帰責事由による維持管理・運営開始
の遅延 ○  

維持管理・運営開始の
遅延リスク 本事業に関する上記以外の事由（不可抗力及び法令変更

を除く）による維持管理・運営開始の遅延  ○ 

要求水準未達リスク 要求水準等の未達、不適合等（施工不良を含む）  ○ 
要求水準変更リスク 市の指示による要求水準等の変更 ○  
施設損傷 施設劣化 市の帰責事由による公共施設・設備等の劣化 ○  
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リスク 
上記以外の事由（不可抗力を除く）による公共施設・設
備等の劣化  ○ 

市の帰責事由による公共施設・設備等の損傷 ○  

リスク 

施設損傷
リスク 上記以外の事由（不可抗力を除く）による公共施設・設

備等の損傷  ○ 

市の帰責事由による公共施設・設備等の修繕・改修 ○  
修繕・改修リスク 

上記以外の事由による公共施設・設備等の修繕・改修  ○ 
市の指示による本事業に関する維持管理・運営費の変動 ○  

維持管理・運営費の変
動リスク 上記以外の事由（不可抗力、法令変更及び物価変動を除

く）による本事業に関する維持管理・運営費の増減  ○ 

指定管理者の指定取
消リスク 

ＳＰＣの帰責事由による指定管理者の指定取り消し、又
は期限付きの業務停止  ○ 

（事業終了段階） 
負担者 

リスクの種類 リスクの内容・要因等 
市 ＳＰＣ 

施設の健全性リスク 本事業終了時の要求水準等の未達、不適合等  ○ 
終了手続リスク ＳＰＣの清算等事業終了手続に伴う諸費用の負担  ○ 

 
（民間収益事業） 

民間収益事業（民間企画事業、飲食・物販事業）に係るリスクは全てＳＰＣの負担とする。 
また、民間収益施設事業に係るリスクは、民間収益施設事業実施企業が土地売買契約又は借

地権設定契約を締結しない場合、並びに民間収益施設事業実施企業が土地売買契約又は借地権

設定契約の規定に違反した場合などに関して事業契約書においてＳＰＣの負担とされるものを

除き、全て民間収益施設事業実施企業の負担とする。 
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別紙２ 事業地位置図 
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様式１ 

 

北九州市建築都市局整備部都心・副都心開発室 行き 
（０９３－５８２－２６９４） 

平成  年  月  日 

 

実施方針及び要求水準書（案）に関する説明会参加申込書 

 
 「北九州市黒崎副都心「文化・交流拠点地区」整備等ＰＦＩ事業」の実施方針及び要求水準書

（案）に関する説明会への参加を申し込みます。 

 

会社名 
 

 

所在地 
 

 

部署名 
 

担当者名 
 

電話 
 

ＦＡＸ 
 

Ｅ－mail 
 

 

 

 

参加者名 

 

 ※１ 参加者は、１社につき３名までとする。 
 ※２ 実施方針及び要求水準書（案）は各自持参のこと。 
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様式２ 

 

平成  年  月  日 

 

実施方針に関する質問書 

 
 「北九州市黒崎副都心「文化・交流拠点地区」整備等ＰＦＩ事業」に関する実施方針について、

次のとおり質問がありますので提出します。 

 

会 社 名  

所 在 地  

部 署 名  

担当者名  

電  話  

Ｆ Ａ Ｘ  

提出者 

Ｅ－mail  

実施方針関連  
提出質問数 

その他  
 

№ 書類名 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 ヒアリング 
の希望 

1         

2         

…         

         

(例) 実施方針 １ 第１ １ （１） 事業名称   

※ Microsoft 社製 Excel（Windows 版）のファイル形式で提出してください。 

※ 「ヒアリングの希望」欄には、ヒアリングを希望する場合に○を記載してください。 
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様式３ 

 

平成  年  月  日 

 

実施方針に関する意見・提案書 

 
 「北九州市黒崎副都心「文化・交流拠点地区」整備等ＰＦＩ事業」に関する実施方針について、

次のとおり意見・提案等がありますので提出します。 

 

会 社 名  

所 在 地  

部 署 名  

担当者名  

電  話  

Ｆ Ａ Ｘ  

提出者 

Ｅ－mail  

実施方針関連  
提出意見数 

その他  
 

№ 書類名 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 意見・提案等の内容 ヒアリング
の希望 

1         

2         

…         

         

(例) 実施方針 １ 第１ １ （１） 事業名称   

※ Microsoft 社製 Excel（Windows 版）のファイル形式で提出してください。 

※ 「ヒアリングの希望」欄には、ヒアリングを希望する場合に○を記載してください。 


